
 

1 

○ 

資
金
移
動
業
等
の
指
定
紛
争
解
決
機
関
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
令
第
八
号
） 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改

め
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
指
定
紛
争
解
決
機
関
」
、
「
紛
争
解
決
等
業

務
」
、
「
苦
情
処
理
手
続
」
、
「
紛
争
解
決
手
続
」
又
は
「
紛
争
解
決
等
業

務
の
種
別
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
条
（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
、
紛
争
解

決
等
業
務
、
苦
情
処
理
手
続
、
紛
争
解
決
手
続
又
は
紛
争
解
決
等
業
務
の
種

別
を
い
う
。 

２ 

［
略
］ 

３ 

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
資
金
移
動
業
等
関
連
苦
情
」
、
「
資
金
移
動
業
等

関
連
紛
争
」
又
は
「
加
入
資
金
移
動
業
等
関
係
業
者
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六

年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「
準
用
銀
行
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
十

八
項
若
し
く
は
第
二
十
九
項
又
は
第
五
十
二
条
の
六
十
五
第
二
項
に
規
定
す

る
資
金
移
動
業
等
関
連
苦
情
、
資
金
移
動
業
等
関
連
紛
争
又
は
加
入
資
金
移

動
業
等
関
係
業
者
を
い
う
。 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
指
定
紛
争
解
決
機
関
」
、
「
紛
争
解
決
等
業

務
」
、
「
苦
情
処
理
手
続
」
、
「
紛
争
解
決
手
続
」
又
は
「
紛
争
解
決
等
業

務
の
種
別
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
、
紛
争
解
決
等
業
務
、

苦
情
処
理
手
続
、
紛
争
解
決
手
続
又
は
紛
争
解
決
等
業
務
の
種
別
を
い
う
。 

  

２ 

［
同
上
］ 

３ 

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
資
金
移
動
業
等
関
連
苦
情
」
、
「
資
金
移
動
業
等

関
連
紛
争
」
又
は
「
加
入
資
金
移
動
業
等
関
係
業
者
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六

年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「
準
用
銀
行
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
十

二
項
若
し
く
は
第
二
十
三
項
又
は
第
五
十
二
条
の
六
十
五
第
二
項
に
規
定
す

る
資
金
移
動
業
等
関
連
苦
情
、
資
金
移
動
業
等
関
連
紛
争
又
は
加
入
資
金
移

動
業
等
関
係
業
者
を
い
う
。 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


